
皿鰹
聡
匪
匿
担
Ｆ
一瞬．

固選挙管理委員会
（回９８３－５６３５）

新
し
い
府
議
、市
議
が
決
ま
る

　　　

府議会議員
氏

　

名 年齢 ー１主

　

Ｒ行

田島

　

′詳充 ヮ
ｆ４^ 八幡南山

森下

　

由美 （
＝Ｕ

ヮ
ｆ 橋本栗ケ谷

汗環義金ミ言義員
山口

　

′克浩 製 男山笹谷
山田

　

芳彦 ヮ
′

に
リ 男山金振

奥村

　

順一 】^リ
に
リ 八幡双栗 ・

テ青ｚｋ

　

，早女子 弱 八幡山田
関東佐世子 嫌 戸軽１北灯、路
亀田

　

優子 ５８ 男山金振
鷹野

　

雅生 ５６ 八▼幡垣内山
岡田

　

秀子 駈 美濃山一ノ谷
横須賀生也 １

１ー
ハ
４ 男山泉

太田

　

克彦 ６４ 西山足立
巌

　　

・ 博 稀 八幡軸

　

，
灯、川

　

直人 製 八幡双栗，
中村

　

正公 総 橋本堂ケ原
山本

　

邦夫 （＝Ｕ
Ｒ
Ｕ 男山美桜 ‘

津村

　

純子 総 橋本中ノ町
山田 ・美鈴 製 八幡北浦
灯ロヒ

　

幸博 ５５ 男山ノＵ望
菱田・明儀 １

１
”′ 下奈良一丁地

中村

　

正臣 １
↓

Ｒ
Ｕ ノＶ幡月夜・田

長村

　

善平 」１
十ー

Ｒ
Ｕ 内里宮ノ前

横山

　　

博 塾 欽明台西
※得票順、年齢は５月１日現在の満年齢です。

　

任
期
満
了
に
伴
う
京
都
府
議

会
議
員
選
挙
が
４
月
７
日
、
ま

た
市
議
会
議
員
選
挙
が
４
月
刀

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

い
ず
れ
も
当
日
・
市
内
２４
力

所
の
投
票
所
で
投
票
が
行
わ

れ
、
即
日
開
票
さ
れ
た
結
果
、

府
議
会
議
員
２
人
、
市
議
会
議

員
２１
人
の
新
し
い
議
員
が
決

ま
り
ま
し
た
。
投
票
率
は
府
議

選
３６
・
５２
％
、
市
議
選
４０
・
２８

％
で
し
た
。
新
議
員
の
皆
さ
ん

に
は
今
後
４
年
間
、
八
幡
市
民

の
代
表
と
し
て
府
政
と
市
政
の

発
展
を
担
っ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　　　　　　　

．

新
議
員
の
皆
さ
ん
は
表
の
と

お
り
で
す
。
（敬
称
略
）

八幡市観光基本計画を策定しました

「第
５
次
八
幡
市
総
合
計
画
」

に
掲
げ
る
「観
幸
」
の
ま
ち
づ

く
り
に
向
け
、
今
年
度
か
ら
５

年
間
の
本
市
観
光
施
策
に
関
す

る
基
本
的
な
方
針
と
し
て
、「八

幡
市
観
光
基
本
計
画
」
を
策
定

し
ま
し
た
。

計
画
で
は
、
観
光
に
よ
る
経

済
効
果
の
向
上
を
課
題
と
し
つ

つ
、
２
０
２
０
年
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

向
け
た
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
・（訪
日

外
国
人
旅
行
者
）
施
策
な
ど
、

近
年
の
社
会
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

な
が
ら
、
本
物
の
日
本
文
化
や

伝
統
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め

の
文
化
資
源
を
活
用
し
た
地
域
‐

づ
く
り
を
目
標
と
し
て
い
ま

す
。

　　

・

計
画
書
は
、
市
役
所
２
階
閲

覧
コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
商
工
観
光

課
窓
口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

計
画
素
案
に
対
す
る
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て

２
月
に
公
表
し
た
素
案
に
対

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
１６
件

の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
意
見
の
要
約
と
意
見
に

対
す
る
市
の
考
え
方
を
と
り
ま

と
め
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

表
し
て
い
ま
す
。

園
商
工
観
光
課
（愈
９
８
３
・

２
８
５
３
）

※
市
職
員
の
人
事
異
動

市
は
４
月
１
日
付
で
、
職
員

１
７
９
人
の
人
事
異
動
を
行
い

ま
し
た
。
次
長
級
以
上
の
異
動

は
次
の
と
お
り
で
す
（
〈再
〉

は
再
任
用
職
員
）
。

※
課
長
級
の
異
動
に
つ
き
ま
し

て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

【理
事
職
一

▽
理
事
（政
策
推
進
部
長
事
務

取
扱
）
＝
足
立
善
計

【部
長
職
一

▽
総
務
部
長
＝
道
本
明
典
▽
総

務
部
技
監
＝
官
嵩
稔
▽
環
境
経

済
部
長
＝
山
田
俊
土
▽
会
計
管

理
者
（会
計
課
長
事
務
取
扱
）

＝
上
村
文
洋
▽
上
下
水
道
部
長

＝
武
用
権
太

【部
次
長
級
一

▽
政
策
推
進
部
参
事
（生
活
情

報
セ
ン
タ
ー
所
長
）
＝
塚
脇
則

之
へ再
Ｖ
▽
総
務
部
次
長
（人

事
課
長
事
務
取
扱
）
＝
野
間
正

▽
総
務
部
次
長
（総
務
課
長
事

務
取
扱
・
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
長
）
＝
小
西
賢
治
▽
環
境

経
済
部
参
事
（
一般
社
団
法
人

八
幡
市
観
光
協
会
派
遣
）
＝
岸

伸
行
へ再
〉
▽
環
境
事
務
所
長

＝
小
島
隆
司
▽
福
祉
部
次
長

（教
育
部
付
次
長
、
保
育
・幼

稚
園
課
長
事
務
取
扱
）
＝
田
中

孝
治
▽
健
康
部
次
長
（高
齢
介

護
課
長
事
務
取
扱
）
＝
橋
口
孝

幸
▽
都
市
整
備
部
次
長
（道
路

河
川
課
長
事
務
取
扱
）
＝
藤
田

範
士
▽
上
下
水
道
部
次
長
（下

水
道
課
長
事
務
取
扱
）
＝
津
田

健
二
▽
監
査
委
員
事
務
局
長
・

（公
平
委
員
会
事
務
局
長
、
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
書
記

長
）
＝
林
利
治

圃
人
事
課

（愈
９
８
３
・
１
７

９
２
）

総
合
計
画
検
討
懇
談
会
を
開
催
‘

○
文
化
財
活
用
な
ど
文
化

観
光
推
進

◎
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
戦
略

◎
国
内
市
場
開
拓

の
周
遊
ル
ー
ト
づ
く
り

◎
や
わ
た
ブ
ラ
ン
ド
創
造

◎
観
光
推
進
力
づ
く
り

第
５
次
八
幡
市
総
合
計
画
前

期
基
本
計
画
の
進
行
管
理
に
あ

た
り
、
意
見
を
い
た
だ
く
第

三
者
機
関
と
し
て
総
合
計
画
検

討
懇
談
会
を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　　　　　

・

第
２
回
懇
談
会
で
は
、
平
成

３０
年
度
の
実
績
等
に
つ
い
て
報

告
を
行
い
、
各
委
員
か
ら
の
意

見
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
市
政

運
営
へ
の
反
映
を
検
討
し
て
い

き
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時

　

５
月
９
日

（木
）
午
前

１０
時
～

　　　　

‐

場
所

市
役
所
分
庁
舎
会
議
室

Ａ定
員

１０
人
（先
着
順
）
・

受
付

　

午
前
９
時
４０
分
～
５０
分

園
政
策
推
進
課
（愈
９
８
３
・

１
０
０
４
）

”
１
５
１
）
へ
、
分
譲
住
宅
の
人
は
そ
れ
二
剛
囲
開
園
扇
一瞬
閥
園
園
田
園
廼

－

　

ぞ
れ
の
管
理
事
務
所
へ
。

　　　　　

－

　

▼
①
八
幡
市
民
図
書
館
（愈
９

　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　

－

　

市
役
所
北
側
母
子
健
康
セ
ン
タ
ー
（愈
，

Ｇ
Ｗ
中
ハ４
月
２７
日
～
５
月
６
日
）の
業
務
案
内

　
　　
　
　
　
　
　
　

　

４
月
は
４
月
２６
日
（金
）ま
で
。
５
月

は
５
月
７
日

（火
）
か
ら
。
た
だ
し

　

死
亡
届
な
ど
戸
籍
の
届
け
出
に
限
り
、

休
み
中
は
警
備
員
室
で
受
け
付
け
ま

す
。

．
固
総
務
課

（愈
９
８
３
・
２
９
３
２
）

　
　　
　　　　

　

▼
通
常
の
ご
み
収
集
（可
燃
・
不
燃
・

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
容
器
包
装
）・お
よ
び

資
源
物
回
収

、イ
ヌ

　　　　　　　　

．

　　

・

　

一

収
集
日
カ
レ
ン
ダ
ー
通
り
に
行
い
ま

－

す
。

　

．

　　　　　

一

一
＝聖
獣

－－，
賦
倒

閣
団
１
圏
謝
殿
躍

　

土
日
を
除
き
、
午
前
９
時
か
ら
正
午

　

－

ま
で
受
付
。

※
大
型
ご
み
の
個
別
収
集
（予
約
・
‐

有
料
）
お
よ
び
処
分
場
へ
の
自
己
搬

　

一 一

　

入
（有
料
）
は
受
付
し
て
い
ま
せ
ん

－

　

の
で
、
平
日
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

…
ＩＬＶ

一
園
環
境
業
務
課

（回
９
８
３
・
５
３
４

　

　

　
　

　
　　
　
　　
　
　

　

４
月
は
４
月
２６
日

（金
）
ま
で
。
５

－

　

月
は
５
月
７
日

（火
）
か
ら
。

ー
固
城
南
衛
生
管
理
組
合
業
務
課
（愈
６

…

　

３
１

・
５
１
７
１
）

－
－圃
醍
一瞬
顕
鱈
一躍
Ｔ圏
贋
閥瞳
腿

　

４
月
２７
日

（土
）
～
５
月
６
日

（月

．
・振
休
）
の
故
障
・
修
理
は
美
濃
山
浄

一．
水
場

（窓
９
８
１
・
３
２
５
５
）
へ
連

ー

　

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
開
閉
栓
業

．

　　　　　　　　　

十
九

　　

も
Ｖ

　　　　　　

．

　　　

目」ロ

　　　　　

．

　　　

．

　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　

．

＝

　　

名
川

ー

　

務
は
行
い
ま
せ
ん
。

　　　　　　　

－

　

▼
宇
治
徳
洲
会
病
院

（宇
治
市
槙
島
町

－

一

　

※
都
市
再
生
機
構
の
賃
貸
住
宅
に
お
住

　

一

　

石
橋
１
４
５
愈
ｏ
７
７
４
・
２０
・
１
１

”

－

　

ま
い
の
人
は

（奮
偏
・
６
９
６
９

・
２

「
１
１
）

９
８
３

・
３
０
０
１
）

　　　　　　　　

４
月
２７
日

（

　

）
、

２８
日

　

白

　

、

　

４
月
２８
日

（日
）
～
５
月
６
日

（月

ー

　

５
月
２
日

（木

・
休
）
、
４
日

（土

・

・
振
休
）
。
診
療
時
間
は
正
午
～
（受

一

　

祝
）
、
５
日
バ
日
・
祝
）

付
時
間
は
、
午
前
１１
時
３０
分
～
午
後
５

－

　

※
①
は
５
月
７
日

（火
）
、
②
は
５
月

時
３０
分
）
。
診
療
科
目
は
、
内
科
・
小

　

一
６
日

（月
・
振
休
）
も
開
館
。
な
お
、

児
科
で
す
。

　　　　　　　　　

－
①
②
と
も
４
月
２６
日

（金
）
は
休
館
。

酬回
翻
掘
閏
憾
一国
盤

　　　　　　　

，
一
▼
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（窓
９
８
３
・

　

田
辺
中
央
病
院
は
、
Ｇ
Ｗ
中
も
小
児

　

一
６
０
０
２
）

救
急
当
直
体
制
を
実
施
し
て
い
ま
す

　

－

（２４
時
間
）
。
宇
治
徳
洲
会
病
院
の
診

　

一

療
時
間
は
、
直
接
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　

－

さ
い
。

辱
田
辺
中
央
病
院
（京
田
辺
市
田
辺

中
央
６
の
１
の
６
愈
０
７
７
４
・
総
・

１
１
１
１
）

▼
宇
治
徳
洲
会
病
院
（宇
治
市
槙
島
町

▼
①
八
幡
市
民
図
書
館
（愈
９
８
２
・

７
３
２
２
）、②
男
山
市
民
図
書
館
（窓

９
８
２
・
４
１
２
３
）

４
月
２７
日

（土
）
、

２８
日

（日
）
、

　

４
月
２７
日
（土
）
～
５
月
６
日

（月

”
・
振
休
）
※
４
月
２６
日
（金
）
は
休
館
。

－

　

▼
公
民
館
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

　

４
月
２７
日
（土
）
※
お
問
い
合
わ
せ

一

　

等
は
各
施
設
へ
。

－

　

▼
文
化
セ
ン
タ
ー

（愈
９
７
１
・
２
１

１
１
）
、
松
花
堂
庭
園
・
美
術
館
（窓

９
８
１
・
０
０
１
０
）

４
月
２７
日
（土
）
～
５
月
６
日
（月

・
振
休
）

　

・

～
三
つ
の
理
～

　　　

一三響 き ◎ ～▼－－－－

　　　　　
平
成
の
御
代
が
終
わ
り
、
令
和
の
時

代
と
な
り
ま
し
た
。
令
和
の
始
ま
り
に

あ
た
り
、
平
成
の
時
代
に
お
い
て
私
の

印
象
に
残
っ
た
言
葉
の
一
つ
が

三
つ

の
理
″
で
す
。
こ
れ
は
、
昨
年
お
聞
き

し
た
も
の
で
す
。

　

三
つ
の
理
は
、
論
理
、
条
理
、
道
理

を
指
し
ま
す
。
ど
れ
も
似
た
よ
う
な
言
・

葉
で
す
が
、
．「法
律
（判
決
）
の
裏
に

は
三
つ
の
理
が
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
と
▼

き
は
、異
な
る
も
の
と
な
る
そ
う
で
す
。

法
律
が
定
め
て
い
る
も
の
は
あ
る
効
果

を
生
じ
る
た
め
の
要
件
で
、
当
て
は
め

　　　　　　　　　　　　　　　　

す
い
こ
う

る
と
き
は
論
理
と
条
理
を
推
鼓
し
て
行

う
の
で
す
が
、
道
理
は
ど
ち
ら
に
勝
た

せ
た
い
か
と
い
う
と
き
に
働
か
せ
る
も

の
と
労
働
法
の
先
生
が
語
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
判
例
を
読
み
解
く
と
き
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
で
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば

「社
会
通
念
」
で
は
な
い
か
と
勝
手
に

思
っ
た
次
第
で
す
。

行
政
は
公
正
・公
平
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で

は
政
策
の
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
も

大
切
で
す
。

そ
の
た
め
に
も
、
市
民
の
皆
様
と
の

協
働
で
論
理
と
条
理
を
踏
ま
え
、
市
民

の
皆
様
が
納
得
の
い
く
道
理
を
備
え
た

施
策
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。


